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○
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
三
十
六
号

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）
第
五
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
八
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準

と
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
八
に
規
定
す
る
認
定
管
理
計
画
に
定
め
る
べ

き
点
検
の
時
期
及
び
内
容
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
八
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
と
し
て
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
八
に
規
定
す
る
認
定
管
理
計
画
に
定
め
る
べ
き
点

検
の
時
期
及
び
内
容

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
認
定
対
象
建
築
物
（
認
定
対
象

住
戸
（
共
同
住
宅
等
に
含
ま
れ
る
一
の
住
戸
で
あ
っ
て
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
認
定
の
対
象
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
建

築
物
を
い
う
。
）
の
法
第
六
条
第
八
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
点
検
の

時
期
及
び
内
容
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
五

条
の
八
に
規
定
す
る
認
定
管
理
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。
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一

法
第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
つ
い
て
、
点
検
の
対
象
と
な
る
部
分
の
仕
様
に
応
じ
た
点
検

の
項
目
及
び
時
期
が
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

一
の
点
検
の
時
期
が
、
そ
れ
ぞ
れ
認
定
対
象
建
築
物
の
建
築
の
完
了
又
は
直
近
の
点
検
、
修
繕
若
し
く
は
改
良

か
ら
十
年
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

点
検
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
改
良
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

地
震
時
及
び
台
風
時
に
臨
時
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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